


4 利用料金

(1) 訪問看護療殺裟の利用者負担金

※ 医療閑倹の適芯がある場合は、各廂倹の規定に 基づいて訪問療養按の 一部(1~3 割） が利用者負担金と

なり ま す

徴l収対象 療獲桜負担の割合

後期高齢者医療受給者 療養般の1割（一定以上所得者3割）

後期高齢者医療証で確認

医療保険の被保験者・被扶蓑者 療挫喪の 3割

70歳以上 療狸炭の1割（一定以上所得者3割）

高齢受給者証で確認

訪問看設療養費ーマ・ " • ---... ·- -- -

所要時間 費用内容

①訪問看護基本療養既〔I] 週3日まで 5,550円( 5,050円） X訪問日数

（）内は准看護師の場合 ※末期がん、神経難病等の利用者は、 上記に加え

週4日目以降 6,550円(6,050円） X訪問日数

※急性増悪・終末期等により、 主治医 から週4日以上の頻回な訪

問春護が必要である旨の「特別訪問看護指示密」の交付を受けた

場合、 指示の日から14日を限度に 訪問看護ができる。（月に1回

限り、 但し、 別に厚生労働大臣が定める者について は2回）

訪問看談基本療養牲〔1II〕 8,500円

入院中に外泊する患者であって次のいずれかに該当する者

薗易診療料の施設基準別表第七に掲げる疾病等の者

詞掲診療料の施設基準別表第八各号に掲げる者

③在宅療蓑に備えた 一n都勺な外泊に当たり、訪問看護が必要であ

ると認められた者

② 訪問看護管理療程裂
1日目は7,670円

2日目以降3,000円x訪問日数

③難病等複数回訪帥J暉i
4,500円 1日に 2回の訪問日数

8,000円 1日に3回以上訪問日数

5,200円／週1回 基準告示第2の3に指定する者で訪問看

③ 長時間訪問看護加鍔 護が1.5時間を超える場合

(15歳未満の超重症児又は準超重症児においては週3回）

⑤特別管理加算
2500円／月

重症度の高い利用者の場合は 5000円／月

⑥特別管理指導加算 2,000円

⑦24時間対応体制加算
6,800円／月

電話連絡対応、 緊急時訪問看護対応

⑧夜問・早朝訪問看護加算 6時～8時、 18時～22時 2,100円

深液苅問看護加算 22時～6時 4,200円

⑨ 迪浣時共同指導加算 8,000円

⑩選浣支援指導加算 6,000円 （長時間 8,400円）

⑪在宅患者連携指苺加鍔 3,000円／月 医師と連携し、 患者・家族への助言指導

⑫在宅患者緊怨l架年
2,000円／月2回

患者の急変時に、 主治医等が患者家を訪問し、 関係者で診療
カンファレンス加算

方針等のカンファレンスを行った場合
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訪問看護サービスの開始にあたり、 利用者に対して本書面に基づいて重要な事項を説明しました。

令和 年 月 日

＜事業者＞

〒811-1343福岡巾南区和田2丁目4番35号

訪問看護ステーション 優凪⑮定番号1290286

管理者 長崎美｛呆子

く説明者＞

訪問看護ステーション 優凪
氏名 長崎美保子

上記、重要頃目説明書内容の説明を受け、そ の内容に同意するとともに訪問看護サービスの開始に同意いたします。

令和 年 月 日

く利用者＞

鱈

利用者氏名 印―

＜代理人＞

代理人住所

代

続柄（

印一

個人情報使用同意書

私（利用者及ひ家族）の個人情報については、 円滑なサー ビスを提供するために、別紙の個人情報の利

用目的に同意します。
令和 年 月 日

＜利用者＞

利用者氏名 印＿

＜代理人＞※本人が書けない場合

代理｀

続柄（
＜疇＞

印―

家族氏名 印一
続（

、‘ノ
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訪問看護ステーション優凪は、患者様、利用者様の個

人情報保護に全力で取り組んでいます。

当社では個人情報を下記の目的に利用し、その取り扱いには細心

の注意を払っています。

個人情報の取り扱いについてお気付きの点は、お気軽にお申し出さい。

訪問看護ステーション優凪における個人情報の利用目的

1.疇•介護サービス提供
(1)当社の提供する医療・介護サービス
(2)他の病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護サーピス事業者、行政機関等との連帯
(3)医療機関、介護サービス事業者、行政機関等からの照会への回答
(4)患者様•利用者様の看護、介護等のため、外部の医師等の意見・助言を求める場合
(5)←ー・族寺への状況説明
(61i-の他、利用者様への介護サービス提供に関する利用

2.診療費・介護給付費請求のための事務
(1)当社での医療保険、 介護保険、公費負担医療、公費負担介護睾こ関する事務および委託
(2)審査支払機関へのレセプトの提出
(3)審査支払機関又は保険者からの照会への回答
(4)公費負担介護に関する行政機関等へのレセプトの提出、照会への回答
(5)i-の他、 医療、介護および公費負担医療、介護等に関する請求の利用者負担金額請求のための利用

3.当社の管理運営事務
(1)会計、経理
(2)事故等の報告
(3)当該患者様利用者様の医療・介護サーピスの向上
(4)その他の当社の官頂匝せ画業務に関する利用

4.医療・介護サーピスや業務の維持・改善のための基礎資料

5.当社において行われる医療実習への協力

6.医療・介護サーピスの向上を目的とした当社内での症例研究

7 ． 外部監査機関への情報提供

訪問看護ステー ション優凪
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